
                                    日野市都市計画課 

生産緑地の買取申出にかかる一般的なスケジュール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

不調 

成立 

価格の協議 

希望者と価格協議 

買取申出書 受理 

買取らない旨の通知 

買取る旨の通知 

市または地方公共 

団体等が買取り 

(公共用地として) 

営農希望者へあっせん 

希望者なし 希望者あり 

生産緑地地区として継続 

建築等の行為制限の解除 (※) 

(農地以外の土地利用が可能) 

生産緑地地区の削除 

(都市計画決定) 

申出から１ヶ月以内 

東京都協議、縦覧等の都市計画手続き 

申出から３ヶ月以内に所有権の移転が行われなかった場合 

(※)・市から「建築等の行為制限の解除」の通知は行いません。 

・農地転用、日野市まちづくり条例の手続きが可能になります。 

・生産緑地地区の指定を削除するための申請は必要ありません。 


